
 

□この先、実家をどうするか・・・ 

□借地に建替えするか、解体するか・・・ 

□解体・新築の補助、よくわからない・・・ 

□相続がまとまらない・・・ 

【日にち】 令和８年２月１８日（水） 

【時 間】 １０：００～１３：００       

【場 所】 嘉手納町役場 １階ロビー 

【主 催】 嘉手納町企画財政課定住対策係 

【予約優先】 予約された方を優先します。 

 

嘉手納町企画財政課定住対策係（住まいるコンシェルジュ）が聞き取り、内容を

把握後、嘉手納町役場と連携した専門家（住まいる協力会）へつなぐ窓口です。

日頃気になっていることについて、相談してみませんか。（無料の相談会です） 

 

↓予約はこちら 

０９８-９５６-１１１１（内線２４４） 


